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第１章 計画の概要 

1. 計画の趣旨 

本町では、「すべての町民が健やかでこころ豊かに生活できる活力ある社会」の実現

を目指し、健康と食育の充実を図るため、平成 28 年３月に「一宮町健康増進計画・食

育推進計画（以下、第 1 期計画という）」を策定しました。 

第１期計画では、「健康寿命の延伸」「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」を

基本目標とし、①糖尿病を中心とした生活習慣病予防、②食育の推進、③がん予防、④

歯・口の健康、⑤こころの健康についてライフステージに応じた取組みを進めてきまし

た。①～⑤のうち、①と②を重点施策としています。 

こうした中、国は、令和６年度に「健康日本 21（第三次）」を策定しました。「全て

の国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンに掲げ、基本

的方向性として①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、

③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの４つを定め

ています。 

このような状況の中、千葉県においても「健康ちば 21（第３次）」が策定されまし

た。「全ての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」という基本理

念のもと、①個人の生活習慣の改善と生活機能の維持向上、②生活習慣病（ＮＣＤｓ）

の発症予防と重症化予防、③つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり、④ライ

フコースアプローチを踏まえた健康づくりの４つの柱で健康寿命の延伸と健康格差の

縮小を目指すとしています。 

国や県の健康づくりや食育推進の動向はもとより、本町の健康や食育をとりまく現

状・課題を十分に踏まえ、令和８年度～令和 17 年度を計画期間とする「第２期一宮町

健康増進計画・食育推進計画」を策定します。 
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2. 計画の位置づけ 

この計画は、健康増進法第８条第２項に基づく市町村健康増進計画です。また、食育

基本法第 18 条第１項に基づく市町村食育推進計画、自殺対策基本法第 13 条第２項に

基づく市町村自殺対策計画、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）第３の

１に基づく計画と一体的に策定します。 

さらに、町の最上位計画である「第２期一宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

分野別計画として位置づけられ、本町の関連計画や国及び県の基本方針等と整合を図り

ながら策定します。 

 

 

 

3. 計画期間 

計画の期間は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間とし、必要に応じて中間

年の令和 12 年度に中間評価・見直しを行うこととします。 

 

 

 

国
健康日本21（第三次）

第4次食育推進基本計画 

自殺総合対策大綱（第４次） 　　　　●第2期一宮町健康増進計画・食育推進計画
歯・口腔の健康づくりプラン 整合

　　　　　○第３期一宮町子ども・子育て支援事業計画

　　　　　○一宮町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画

千葉県 　　　　　○一宮町障害者計画

健康ちば21（第３次） 　　　　　　 第７期一宮町障害福祉計画・第３期一宮町障害児福祉計画

第4次千葉県食育推進計画 　　　　　○第３期一宮町保健事業実施計画（データヘルス計画）　など

第2次千葉県自殺対策推進計画

第3次千葉県歯・口腔保健計画

第２期一宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略

将来像：躍動する緑と海と太陽のまち 

関
連
計
画

令和8年度 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

中間評価 最終評価
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第２章 一宮町の現状と課題 

1. 健康づくり等の現状 

（1） 人口 

本町の人口は、昭和 50（1970）年から増加傾向にあり、平成 22（2010）年には

12,034 人となりました。その後、平成 27（2015）年に 11,767 人まで減少しまし

たが、令和２（2020）年には増加に転じ、11,897 人となりました。 

年齢別にみると、令和２年の老年人口は平成２（1990）年と比較して２倍以上増加

しています。一方、年少人口、生産年齢人口は減少しています。 

図表１　人口推移 

 
（出所）総務省「国勢調査」 
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（2） 世帯数 

本町の世帯数は増加傾向にあり、令和２（2020）年の世帯数は 4,969 世帯となっ

ています。一方、１世帯当たりの人員数は減少が続いており、令和１年の１世帯当たり

の人員数は 2.33 人となっています。 

図表２　世帯数及び１世帯当たりの人員数 

 

（出所）総務省「国勢調査」 

 

（3） 出生・死亡数 

本町の過去 10 年間の出生数は 40～90 人程度、死亡数は 150～200 人程度で推

移しています。出生数と死亡数の差（出生数－死亡数）は徐々に拡大しており、令和６

（2024）年は▲119 人となりました。 

図表３　出生・死亡数 

 

（出所）千葉県「人口動態統計」 
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（4） 平均余命、平均自立期間、平均要介護期間 

本町の令和３（2021）年における 65 歳男性の平均余命は、19.11 年となってお

り、平均自立期間は 17.82 年、平均要介護期間は 1.29 年です。平成 28（2016）

年と比較すると、平均余命は横ばいですが、平均自立期間は延び、平均要介護期間は短

くなりました。 

65 歳女性の平均余命は 22.98 年、平均自立期間は 20.61 年、平均要介護期間は

2.37 年となっています。平成 28 年と比較すると、平均余命、平均自立期間、平均要

介護期間すべてにおいて短くなっています。 

千葉県と比較すると、男女とも平均自立期間、平均要介護期間どちらも短くなってい

ます。 

図表４－１　65 歳男性の平均余命、平均自立期間、平均要介護期間（令和３年） 

 

図表４－２　65 歳女性の平均余命、平均自立期間、平均要介護期間（令和３年） 

 

（出所）千葉県「健康情報ナビ」 

 

17.80

18.17

17.46

17.82

1.60

1.53

1.64

1.29

19.40

19.70

19.10

19.11

0 5 10 15 20 25 30

平成28年

令和3年

平成28年

令和3年

千
葉

県
一

宮
町

（年）

平均自立期間 平均要介護期間

20.61

21.06

20.74

20.61

3.35

3.23

2.76

2.37

23.96

24.29

23.50

22.98

0 5 10 15 20 25 30

平成28年

令和3年

平成28年

令和3年

千
葉

県
一

宮
町

（年）

平均自立期間 平均要介護期間



6 

（5） 死因 

本町の令和５（2023）年における死因の割合をみると、悪性新生物（20.2％）が

最も高く、心疾患（19.1％）、老衰（13.1％）が続いています。 

標準化死亡比1をみると、男女ともに「心疾患」「老衰」が全国を上回っています。男

性は「肺炎」「自殺」、女性は「脳血管疾患」も全国を上回っています。 

図表５－１　死因の割合（令和５年） 

 

（注）心疾患は、高血圧症を除く。 

（出所）千葉県「衛生統計年報（人口動態調査）」 

図表５－２　標準化死亡比（平成 30 年～令和４年） 

 

（出所）厚生労働省「人口動態統計特殊報告」 
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1 異なった年齢構成を持つ地域の死亡率を比較するために用いる指標。全国平均を１００とし、１

００より大きい場合、その地域（一宮町）の死亡率は全国より高いと判断され、１００より小さい

場合、全国より低いと判断される。
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（6） 自殺者数 

本町の過去 10 年間の自殺者数は、１～３人で推移しています。性別では、女性より

も男性が多くなっています。 

図表６　自殺者数 

 

（出所）千葉県「千葉県における自殺の統計」 
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（7） 要支援・要介護認定者 

本町の要支援・要介護認定者数は、令和５（2023）年度で 573 人となっています。

令和１（2019）年度と比較すると、総数は横ばいですが、要支援者数は減少、要介護

者数は増加しており、特に要介護４の認定者数が増加しています。 

第１号被保険者の要支援・要介護認定者率は、令和５年度で１4.0%となっており、

国や県と比較すると本町の認定率は低くなっています。 

図表７－１　要支援・要介護認定者数 

 

図表７－２　第１号被保険者の要支援・要介護者認定率 

 

（出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」 
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（8） 介護保険給付費 

本町の介護保険給付費は、令和５（2023）年度で９億 1,658 万円となっています。

サービス別にみると、令和１（2019）年度と比べて居宅介護サービスが増加していま

す。 

図表８　介護保険給付費 

 

（出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」 

 

（9） 要介護者の有病状況 

本町の令和６（2024）年度における要介護者の有病状況は、「心臓病」（63.4％）

が最も高く、「高血圧症」「筋・骨格」（56.5％）が続いています。 

国や県と比較すると、上位３項目のほか、「糖尿病」「脳疾患」などが高く、「精神」

「アルツハイマー病」などが低くなっています。 

図表９　要介護者の有病状況（令和６年度） 

 

（出所）KDB 帳票 
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認知症 20.9 21.1 23.7 -0.2 -2.8

アルツハイマー病 13.6 15.3 17.4 -1.7 -3.8

がん 11.9 12.8 12.3 -0.9 -0.4
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（10） 特定健康診査・特定保健指導 

本町の令和６（2024）年度における特定健康診査受診率は、47.4％となっており、

特定保健指導実施率は 32.0%です。特定健康診査受診率、特定保健指導実施率どちら

も上昇傾向にあります。 

図表 10　特定健康診査受診率・特定保健指導実施率 

 

（出所）KDB 帳票 

 

（11） メタボリックシンドローム 

本町の令和６（2024）年度におけるメタボリックシンドローム（メタボ）該当者の

割合は、17.0％となっており、メタボ予備群は 8.0%、非肥満高血糖は 18.5%です。

メタボ該当者、メタボ予備群の割合は徐々に減少しています。 

国や県と比較すると、メタボ該当者、メタボ予備群の割合は低いですが、非肥満高血

糖は高くなっています。 

図表 11　メタボ該当者、メタボ予備群、非肥満高血糖 

 

（出所）KDB 帳票 

37.2
41.0

43.3
45.8

47.4

13.2
9.4

20.0

30.3
32.0

0

10

20

30

40

50

令和2 令和3 令和4 令和5 令和6

（％）

（年度）

特定健康診査受診率 特定保健指導実施率

（％）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

メタボ該当者 20.9 17.7 17.0 20.2 20.2 20.5 20.3 20.2 20.3

男性 35.1 29.2 27.4 32.9 32.7 32.8 32.0 31.9 32.0

女性 8.4 7.8 8.2 11.0 11.0 11.4 11.0 10.9 11.0

メタボ予備群 8.8 8.3 8.0 11.3 11.4 11.7 11.2 11.2 11.5

男性 13.9 13.3 14.0 18.3 18.5 18.9 17.9 17.8 18.2

女性 4.4 4.0 2.9 6.2 6.2 6.5 5.9 5.9 6.1

非肥満高血糖 18.7 23.8 18.5 9.2 9.1 8.8 9.0 8.9 8.4

千葉県一宮町 全国
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（12） がん検診 

本町の令和５（2023）年度におけるがん検診受診率は、いずれの項目も令和１

（2019）年度を下回っています。国や県と比較すると、本町の受診率は高い傾向にあ

ります。 

図表 12　がん検診受診率 

 

 

 

（出所）厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 
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（13） むし歯の状況 

① １歳６か月児・２歳児・３歳児 

本町の令和６（2024）年度の歯科健康診査におけるむし歯有病者率は、１歳６か

月児が 1.8％、２歳児が 1.9％、３歳児が 8.3％となっています。３歳児になると、

むし歯有病者が増加する傾向にあります。 

図表 13－１　１歳６か月児・２歳児・３歳児のむし歯有病者率 

 

（注）令和２年度の２歳児歯科健診は、新型コロナウイルスの影響で実施していない。 

（出所）千葉県「市町村歯科健康診査（検診）実績報告書」 

② 小中学生 

本町の令和７（2025）年度の小中学生のむし歯有病者率（未処置歯がある者の割

合）は、小学生が 15.2％、中学生が 2.9％となっています。令和３（2021）年度

と比較すると、小中学生どちらも減少傾向にあります。 

図表 13－２　小中学生のむし歯有病者率 

 

（出所）児童・生徒定期健康診断結果 
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2. 町民アンケート調査 

本計画の策定にあたり、計画策定の基礎資料とするため、町民の皆さまの健康や生活

習慣などについてお伺いするアンケート調査を実施しました。 

 

（1） 調査概要 

 

（2） 調査結果の見方 

ž 調査結果の数値は、原則として回答率を構成比（％）として表記してあり、小数

点第２位を四捨五入して小数点以下第１位までを表記しています。このため、単

数回答の合計が 100.0％とならない場合（99.9％、100.1％）があります。 

ž 本文中の（ｎ）は、その設問の有効回答数を示します。 

ž 属性別分析結果において、構成比算出の母数（属性毎の回答者数）が少数になる

場合、各比率は統計的な誤差の大きい可能性があるため、比率の取り扱いに注意

する必要があります。 

 

（3） 回答者の属性 

 
調査対象

一宮町内に居住している満 18 歳以上の男女 1,000 人 

※住民基本台帳より無作為で抽出

 調査方法 郵送配布、郵送・Ｗｅｂ回収

 調査時期 令和７年９月３日～令和７年９月 24 日

 
回収結果

有効回収数：402 件（郵送：306 件、Ｗｅｂ：92 件） 

有効回答率：40.2％

 

性別

男性 42.4%

 女性 57.6%

 その他 0.0%

 

年代

20 歳代以下 11.7%

 30 歳代 7.0%

 40 歳代 15.7%

 50 歳代 19.4%

 60 歳代 15.4%

 70 歳代 19.4%

 80 歳以上 11.4%

 

世帯

構成

単身世帯 15.7%

 一世代世帯（夫婦のみ） 22.4％

 二世代世帯（親と子） 47.1％

 三世代世帯（親と子と孫） 12.0％

 その他（上記以外） 2.7％
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（4） 調査結果（抜粋） 

① 健康全般について 

l 治療中の病気（複数回答） 

治療中の病気（「特になし」の回答を除く）については、「高血圧症」が 27.2％と

最も高く、次いで「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」(12.3％)、「脂質異常症」（11.0％）

となりました｡ 

「高血圧症」と回答した人の割合は、60 歳代から増加し、60 歳代と 50 歳代の

差は 32.0％ポイントとなっています。 

 

l ＢＭＩ2 

回答者の身長・体重から BMI を算出すると、全体では、「やせ」が 11.5％、「普

通」が 67.8％、「肥満」が 20.7％となりました。 

「やせ」の割合は、男性は 70 歳代、女性は 20 歳代以下で高く、「肥満」の割合

は、男性の 40 歳代で約半数を占めています。 

図表 14　BMI 判定 

 

 

6.5

10.0

5.4

23.5

62.9

90.9

60.0

46.7

70.3

79.4

44.1

64.3

30.6

9.1

30.0

53.3

24.3

20.6

32.4

35.7

0 20 40 60 80 100

男性全体

（n＝170）

20歳代以下

（n=11）

30歳代

（n=10）

40歳代

（n=30）

50歳代

（n=37）

60歳代

（n=34）

70歳代

（n=34）

80歳以上

（n=14）

（男性）

やせ（18.5未満） 普通（18.5～25未満） 肥満（25以上）

％

15.2

19.4

16.7

9.1

15.0

10.7

15.9

18.8

71.4

80.6

72.2

81.8

70.0

71.4

63.6

62.5

13.4

11.1

9.1

15.0

17.9

20.5

18.8

0 20 40 60 80 100

女性全体

（n＝231）

20歳代以下

（n=36）

30歳代

（n=18）

40歳代

（n=33）

50歳代

（n=40）

60歳代

（n=28）

70歳代

（n=44）

80歳以上

（n=32）

（女性）

やせ（18.5未満） 普通（18.5～25未満） 肥満（25以上）

％

2 肥満や低体重（やせ）の判定などに用いられる国際的指標。［体重（kg）］÷［身長（m）の２

乗］で値を算出する。一般社団法人日本肥満学会では、18.5 未満を「低体重（やせ）」、18.5

以上 25 未満を「普通体重」、25 以上を「肥満」と定めている。
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l かかりつけ医、かかりつけ薬局（薬剤師） 

かかりつけ医、かかりつけ薬局（薬剤師）をもっている人の割合は、かかりつけ医

が 67.8％、かかりつけ薬局（薬剤師）は 51.3％となりました。 

性別にみると、かかりつけ医、かかりつけ薬局（薬剤師）どちらも女性の方がもっ

ている人の割合が高くなっています。 

年代別では、かかりつけ医は 30 歳代、かかりつけ薬局（薬剤師）は 30 歳代と

40 歳代でもっている人の割合が他の年代に比べて低くなっています。 

 

l 健康に関する情報の入手方法 

健康に関する情報の入手方法については、「インターネット・ＳＮＳ」が 63.2％

と最も高く、次いで「テレビ」(59.4％)、「医療機関」(37.5％)となっています｡ 

年代が低いほど「インターネット・ＳＮＳ」との割合がおおむね高い傾向にありま

す。 

 

② 食生活・食育について 

l １週間のうち朝食をとる日数 

１週間のうち朝食をとる日数については、「７日」と回答した人の割合が全体の

72.8％となりました｡ 

年代が高いほど「７日」の割合がおおむね高い傾向にあります。 

図表 15　１週間のうち朝食をとる日数 

 

 

(％)

件数

(n)
7日 6日 4～5日 2～3日 1日

朝食は

とらない

401 72.8 5.7 9.0 7.0 1.0 4.5

男性 170 67.1 7.6 9.4 10.6 2.4 2.9

女性 231 77.1 4.3 8.7 4.3 0.0 5.6

20歳代以下 47 38.3 12.8 23.4 17.0 0.0 8.5

30歳代 28 50.0 3.6 7.1 28.6 0.0 10.7

40歳代 63 71.4 1.6 12.7 4.8 3.2 6.3

50歳代 77 70.1 7.8 9.1 5.2 2.6 5.2

60歳代 62 82.3 6.5 1.6 6.5 0.0 3.2

70歳代 78 84.6 5.1 7.7 1.3 0.0 1.3

80歳以上 46 95.7 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0

性

別

年

代

別

全体
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l １週間のうち主食・主菜・副菜3を１日に２回以上とる日数 

１週間のうち主食・主菜・副菜を１日に２回以上とる日数については、「６～７日」

が 49.9％と最も高く、次いで「４～５日」(25.2％)、「２～３日」(13.7％)となり

ました｡ 

40 歳代以下で「ほとんどない」と回答した人の割合が他の年代に比べて高くなっ

ています。 

図表 16　１週間のうち主食・主菜・副菜を１日に２回以上とる日数 

 

 

l 食育への関心度 

食育への関心度については、『関心がある』（「関心がある」と「どちらかといえば

関心がある」の合計）の割合が全体の 62.9％となりました。 

『関心がある』の割合は、女性（65.2％）が男性（59.9％）より 5.3％ポイント

高くなっています。 

図表 17　食育への関心度 

 

(％)

件数

(n)
6～7日 4～5日 2～3日

ほとんど

ない

401 49.9 25.2 13.7 11.2

男性 170 44.7 27.1 14.7 13.5

女性 230 53.5 23.9 13.0 9.6

20歳代以下 47 25.5 40.4 21.3 12.8

30歳代 28 28.6 7.1 25.0 39.3

40歳代 63 52.4 15.9 11.1 20.6

50歳代 78 48.7 26.9 19.2 5.1

60歳代 62 56.5 27.4 8.1 8.1

70歳代 77 57.1 26.0 9.1 7.8

80歳以上 46 65.2 26.1 8.7 0.0

性

別

年

代

別

全体

(％)

関心が

ある

どちらかと

いえば関心

がある

どちらかと

いえば関心

がない

関心が

ない

391 62.9 19.7 43.2 33.5 23.3 10.2 3.6

男性 167 59.9 17.4 42.5 34.8 21.0 13.8 5.4

女性 224 65.2 21.4 43.8 32.6 25.0 7.6 2.2

20歳代以下 47 57.4 8.5 48.9 38.3 25.5 12.8 4.3

30歳代 28 64.3 21.4 42.9 35.7 25.0 10.7 0.0

40歳代 63 68.2 31.7 36.5 30.2 14.3 15.9 1.6

50歳代 77 70.2 23.4 46.8 27.3 18.2 9.1 2.6

60歳代 62 67.8 11.3 56.5 30.7 24.2 6.5 1.6

70歳代 74 52.7 17.6 35.1 39.2 29.7 9.5 8.1

80歳以上 40 57.5 22.5 35.0 37.5 30.0 7.5 5.0

性

別

年

代

別

全体

食育という

言葉を

知らない

件数

(n)

『関心が

ある』

『関心が

ない』

3 主食は米、パン、めん類などの穀物、主菜は魚、肉、卵、大豆製品などを使ったおかずの中

心となる料理、副菜は野菜などを使ったおかずを指す。
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③ 身体活動・運動について 

l 身体を動かすことの意識 

日頃から身体を動かすことを心がけているかについては、『心がけている』（「心が

けている」と「どちらかといえば心がけている」の合計）の割合が全体の 72.8％と

なりました｡ 

 

l 運動の実施状況 

運動の実施状況4については、「はい」（運動を実施している）と回答した人の割合が

全体の 41.3％となりました｡ 

「はい」と回答した人の割合は、男性（47.6％）が女性（36.6％）より 11.0％

ポイント高くなっています。 

 

④ 休養・睡眠・こころの健康について 

l 毎日の睡眠による休養状況 

毎日の睡眠で休養が十分にとれているかについては、『とれている』（「十分とれて

いる」と「まあとれている」の合計）の割合が全体の 70.2％となりました。 

『とれている』の割合は、男性（74.4％）が女性（67.1％）より 7.3％ポイント

高くなっています。 

図表 18　毎日の睡眠による休養状況 

 

 

(％)

十分とれて

いる

まあとれて

いる

あまりとれ

ていない

まったくと

れていない

397 70.2 17.1 53.1 29.7 25.9 3.8

男性 168 74.4 17.3 57.1 25.6 20.8 4.8

女性 228 67.1 17.1 50.0 32.9 29.8 3.1

20歳代以下 47 72.3 17.0 55.3 27.6 19.1 8.5

30歳代 28 78.6 28.6 50.0 21.5 17.9 3.6

40歳代 62 64.5 21.0 43.5 35.4 30.6 4.8

50歳代 78 57.7 14.1 43.6 42.3 41.0 1.3

60歳代 60 68.4 6.7 61.7 31.6 28.3 3.3

70歳代 77 79.2 19.5 59.7 20.8 15.6 5.2

80歳以上 45 80.0 20.0 60.0 20.0 20.0 0.0

『とれて

いない』

性

別

年

代

別

全体

件数

(n)

『とれて

いる』

4 運動の実施状況とは、１日 30 分以上の汗をかく運動（ウォーキングやストレッチのよう

な、軽く汗をかく運動も含む）を１週間に２回以上、１年以上実施している状況を指す。
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l ここ１か月の間のストレスや悩みの状況 

ここ１か月の間、ストレスや悩みを感じたかについては、『感じた』（「いつも感じ

た」と「時々感じた」の合計）の割合が全体の 65.6％となりました。 

性別にみると、『感じた』の割合は、女性（71.8％）が男性（56.9％）より 14.9％

ポイント高く、年代別では 20 歳代以下、30 歳代が他の年代に比べて高くなってい

ます。 

図表 19　ここ１か月の間のストレスや悩みの状況 

 

 

l ストレスや悩みの相談状況 

自分が感じたストレスや悩みを周囲の人や専門家に相談したかについては、「はい」

（相談した）と回答した人の割合が全体の 38.9％となりました｡ 

「はい」と回答した人の割合は、女性（46.9％）が男性（25.5％）より 21.4％

ポイント高くなっています。 

ストレスや悩みの相談相手（複数回答）については、「家族」が 69.0％と最も高

く、次いで「友人」(53.0％)、「職場の人」(32.0％)となっています｡ 

 

(％)

いつも感じ

た
時々感じた

あまり感じ

なかった

全く感じな

かった

393 65.6 17.3 48.3 34.4 26.0 8.4

男性 165 56.9 12.7 44.2 43.0 32.1 10.9

女性 227 71.8 20.3 51.5 28.2 21.6 6.6

20歳代以下 47 80.8 8.5 72.3 19.2 12.8 6.4

30歳代 28 85.7 28.6 57.1 14.3 3.6 10.7

40歳代 63 79.3 20.6 58.7 20.6 11.1 9.5

50歳代 78 67.9 28.2 39.7 32.0 28.2 3.8

60歳代 58 60.4 5.2 55.2 39.7 34.5 5.2

70歳代 74 45.9 16.2 29.7 54.0 43.2 10.8

80歳以上 45 53.3 13.3 40.0 46.7 31.1 15.6

『感じな

かった』

性

別

年

代

別

全体

件数

(n)
『感じた』
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l 地域での助け合い 

住んでいる地域において、お互いに助け合っていると思うかについては、『そう思

う』（「強くそう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）の割合が全体の

48.3％となりました。 

『そう思う』の割合は、女性（50.6％）が男性（45.5％）より 5.1％ポイント高

くなっています。 

図表 20　地域での助け合い 

 

 

l 参加している社会活動（複数回答） 

参加している社会活動については、「自治会」が 18.4％と最も高く、次いで「趣味

や運動などのグループ活動」(15.8％)、「ボランティア・NPO 活動」（5.9％）とな

りました｡ 

「特に参加していない」と回答した人の割合は 61.2％で、女性（70.3％）が男性

（49.1％）より 21.2％ポイント高くなっています。 

 

⑤ 飲酒について 

l 飲酒の状況 

飲酒の頻度については、「飲まない（飲めない）」が 36.8％と最も高く、次いで「毎

日」(15.0％)、「月に１～３日」(14.3％)となりました｡ 

１日あたりの飲酒量は、「１合以上２合（360ml）未満」が 41.1％と最も高く、

次いで「１合（180ml）未満」(30.5％)、「２合以上３合（540ml）未満」(13.6％)

となりました｡20 歳代以下で「４合以上５合（900ml）未満」、30 歳代で「５合

（900ml）以上」の割合が他の年代に比べて高くなっています。 

また女性では、「３合以上４合（720ml）未満」の割合が男性と比べて高くなって

います。 

 

(％)

強く

そう思う

どちらかと

いえばそう

思う

どちらかと

いえばそう

思わない

全くそう

思わない

395 48.3 4.8 43.5 34.2 17.5 10.9 6.6

男性 169 45.5 5.3 40.2 30.2 24.3 15.4 8.9

女性 225 50.6 4.4 46.2 36.9 12.5 7.6 4.9

20歳代以下 47 55.4 4.3 51.1 31.9 12.8 8.5 4.3

30歳代 27 40.7 3.7 37.0 37.0 22.2 18.5 3.7

40歳代 63 42.8 11.1 31.7 42.9 14.3 9.5 4.8

50歳代 78 43.5 3.8 39.7 34.6 21.8 7.7 14.1

60歳代 62 40.3 1.6 38.7 35.5 24.2 22.6 1.6

70歳代 76 61.8 2.6 59.2 22.4 15.8 6.6 9.2

80歳以上 42 50.0 7.1 42.9 40.5 9.5 7.1 2.4

『そう思わ

ない』

どちらとも

いえない

性

別

年

代

別

全体

件数

(n)

『そう

思う』
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l 生活習慣病のリスクを高める飲酒量5の認知度 

生活習慣病のリスクを高める飲酒量の認知度については、「知っている」と回答し

た人の割合が全体の 35.5％となりました｡ 

図表 21　生活習慣病のリスクを高める飲酒量の認知度 

 

 

⑥ 喫煙について 

l 喫煙の状況 

喫煙の状況については、「現在、吸っている」と回答した人の割合が全体の 9.6％

で、男性（17.2％）が女性（4.0％）より 13.2％ポイント高くなりました。 

喫煙者の禁煙意向については、「本数を減らしたい」が 30.6％、「やめたい」が

16.7％となっています｡ 

 

l ここ１か月の間の受動喫煙の場面（複数回答） 

ここ１か月の間、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う場面（受動

喫煙）があったかについては、「受動喫煙の場面はなかった」と回答した人の割合が

55.2％となりました。 

受動喫煙があった人の具体的な場面では、「路上」（18.7％）が最も高く、次いで

「飲食店」(11.0％)、「職場」（10.2％）となっています。 

 

知っている

35.5%
知らない

64.5%

(n=386)

5 厚生労働省では、１日あたり男性で純アルコール量 40g（２合）以上、女性で純アルコール

量 20g（１合）以上を摂取すると生活習慣病のリスクが高まるとしている。
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l 「COPD（慢性閉塞性肺疾患）6」の認知度 

「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）」の認知度については、「言葉も意味も知らない」

が 54.3％と最も高く、次いで「言葉は聞いたことあるが意味は知らない」(23.2％)、

「言葉も意味も知っている」(22.4％)となりました｡ 

性別にみると、「言葉も意味も知らない」と回答した人の割合は、男性（65.5％）

が女性（45.7％）より 19.8％ポイント高く、年代別では 80 歳以上が他の年代に

比べて高くなっています。 

図表 22　「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」の認知度 

 

 

⑦ 歯・口腔について 

l この１年間の歯の健康診査の受診状況 

この１年間の歯の健康診査の受診状況については、「はい」（受けた）と回答した人

の割合が全体の 58.1％となりました。 

「はい」と回答した人の割合は、女性（65.3％）が男性（48.8％）より 16.5％

ポイント高くなっています。 

 

l この１年間の歯石除去や歯面清掃の実施状況 

この１年間に歯石除去や歯面清掃を受けたかについては、「はい」（受けた）と回答

した人の割合が全体の 55.3％となりました。 

「はい」と回答した人の割合は、女性（63.8％）が男性（44.6％）より 19.2％

ポイント高くなっています。 

 

言葉も意味も

知っている

22.4%

言葉は聞いたことあ

るが意味は知らない

23.2%

言葉も意味も

知らない

54.3%

(n=392)

6たばこの煙を主とする有害物質が長期に気道に触れることによって起きる炎症性の疾患のこ

と。主な症状として咳・たん・息切れがあり、徐々に呼吸障害が進行する。
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l ものをかんで食べるときの状態 

ものをかんで食べるときの状態については、「何でもかんで食べることができる」

と回答した人の割合が全体の 79.1％となりました。 

年代が高いほど「何でもかんで食べることができる」の割合が低くなっており、70

歳代（58.1％）は 60 歳代（82.3％）と比べて 24.2％ポイント低くなっています。 

図表 23　ものをかんで食べるときの状態 

 

 

l かかりつけ歯科医 

かかりつけ歯科医をもっている人の割合については、全体の 69.5％となりまし

た。 

もっている人の割合は、女性（79.0％）が男性（57.1％）より 21.9％ポイント

高くなっています。 

 

⑧ 健診・がん検診について 

l 過去１年間の健診（健康診断や健康診査）や人間ドックの受診状況 

過去１年間の健診や人間ドックの受診状況については、「はい」（受けた）と回答し

た人の割合が全体の 73.3％となりました。 

健診を受けた場所は、「職場の健診」が 49.5％と最も高く、次いで「町の健診」

(31.0％)、「自主的に申し込んだ健診・人間ドック（医療機関等）」(19.5％)となっ

ています｡ 

 

l 過去１年間のがん検診の受診状況 

過去１年間（子宮頸がん、乳がんは過去２年間）のがん検診の受診状況については、

「はい」（受けた）と回答した人の割合が 42.5％となりました。 

 

(％)

件数

(n)

何でもかんで

食べることが

できる

一部かめない

食べ物がある

かめない食べ

物が多い

かんで

食べることが

できない

393 79.1 19.3 0.8 0.8

男性 168 77.4 21.4 0.0 1.2

女性 224 80.4 17.9 1.3 0.4

20歳代以下 47 100.0 0.0 0.0 0.0

30歳代 28 100.0 0.0 0.0 0.0

40歳代 62 91.9 8.1 0.0 0.0

50歳代 76 86.8 13.2 0.0 0.0

60歳代 62 82.3 17.7 0.0 0.0

70歳代 74 58.1 40.5 0.0 1.4

80歳以上 44 43.2 45.5 6.8 4.5

性

別

年

代

別

全体
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l がん検診を受けない理由 

がん検診を受けない理由については、「自覚症状がない」が 25.0％と最も高く、

次いで「お金がかかる」(18.5％)、「検査の対象年齢ではない」(17.5％)となりまし

た｡ 

20 歳代以下、80 歳以上は「検査の対象年齢ではない」、30 歳代は「検査の対象

年齢ではない」及び「お金がかかる」、40 歳代は「お金がかかる」、50～70 歳代は

「自覚症状がない」が最も高くなっています。 

図表 24　がん検診を受けない理由 

 

 

(％)

件数

(n)

健

康

に

自

信

が

あ

る

自

覚

症

状

が

な

い

前

回

の

検

査

で

異

常

が

な

か

っ

た

日

時

が

合

わ

な

い

検

診

場

所

や

日

時

を

知

ら

な

い

が

ん

と

い

わ

れ

る

の

が

怖

い

検

査

に

不

安

や

疑

問

が

あ

る

検

査

に

羞

恥

心

や

苦

痛

を

伴

う

が

ん

で

通

院

・

入

院

・

自

宅

療

養

中

お

金

が

か

か

る

検

査

の

対

象

年

齢

で

は

な

い

そ

の

他

200 7.5 25.0 10.5 11.5 9.5 4.5 5.0 11.0 2.5 18.5 17.5 13.5

男性 98 11.2 27.6 12.2 9.2 10.2 4.1 3.1 5.1 4.1 25.5 13.3 14.3

女性 102 3.9 22.5 8.8 13.7 8.8 4.9 6.9 16.7 1.0 11.8 21.6 12.7

20歳代以下 40 12.5 15.0 0.0 20.0 15.0 0.0 0.0 12.5 0.0 15.0 47.5 2.5

30歳代 14 0.0 0.0 14.3 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 35.7 0.0

40歳代 27 11.1 11.1 18.5 14.8 14.8 0.0 14.8 14.8 0.0 29.6 7.4 7.4

50歳代 32 3.1 31.3 12.5 18.8 9.4 6.3 0.0 21.9 0.0 25.0 0.0 9.4

60歳代 30 10.0 36.7 6.7 3.3 6.7 10.0 3.3 10.0 3.3 20.0 0.0 16.7

70歳代 37 5.4 43.2 16.2 5.4 8.1 10.8 13.5 8.1 5.4 8.1 5.4 35.1

80歳以上 20 5.0 20.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 5.0 35.0 15.0

（注）シャドー部分は、各属性で最も割合が高い項目（「その他」を除く）。

性

別

年

代

別

全体
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3. 前計画の検証 

本計画の策定にあたり、前計画にあたる第１期計画において設定した 30 項目の数値

目標について、評価を実施しました。 

 

（1） 評価方法 

各数値目標について、目標値に対する結果を、以下のＡ～Ｄに区分し評価しました。 

 

（2） 結果の概要 

各数値目標について評価した結果、30 項目中「Ａ」は６項目（20.0％）、「Ｂ」は

４項目（13.3％）、「Ｃ」は 19 項目（63.3％）、「Ｄ」は１項目（3.3％）となりま

した。 

分野別にみると、「１．糖尿病を中心とした生活習慣病予防」と「４．歯・口の健

康」は、「A」と「B」が半数以上を占めています。一方、「２．食育の推進」「３．が

ん予防」「５．こころの健康」は、「Ｃ」が８割以上となりました。 

 

 

 評価区分 評価基準

 Ａ 目標値を達成した

 
Ｂ

目標値を達成しなかったが、第１期計画策定時より数値が改善し

た

 Ｃ 第１期計画策定時より数値が悪化した

 Ｄ 第１期計画策定以降、調査を実施しておらず評価ができない

 分野 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

 １．糖尿病を中心とした生活習慣病予防 4 2 4 0

 ２．食育の推進 0 0 5 1

 ３．がん予防 0 0 5 0

 ４．歯・口の健康 2 1 1 0

 ５．こころの健康 0 1 4 0

 合計 6 4 19 1
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（3） 結果の詳細 

① 糖尿病を中心とした生活習慣病予防 

65 歳平均自立期間については、男女とも延伸し、目標値を達成しました。また、

特定健康診査の受診率も向上しました。 

特定健康診査の有所見者の状況をみると、脂質異常（中性脂肪　160mg/dl 以上）

の割合は、男女とも改善し目標値を達成しました。一方、糖尿病（HbA1c　5.6%以

上）の割合は、男女とも数値が悪化しています。高血圧（収縮期血圧　130mm/Hg

以上）の割合は、男性は数値が改善しましたが、女性は悪化しています。 

 

 

② 食育の推進 

食育の推進では、グー・パー食生活を知っている保護者の割合を除き、すべての項

目で数値が悪化しました。 

 

（注）食育に関心がある保護者の割合は、策定時のアンケートの対象者が 20～50 歳代

を対象としているため、現状値も 20～50 歳代の数値を集計し記載している。 

 

策定時
（H28） 目標値 現状値

（R6） 評価

男性 16.58年 16.85年 17.82年
（R3） A

女性 19.85年 19.90年 20.61年
（R3） A

透析患者の抑制 （11人） 新規患者0人 新規患者1人 C

特定健康診査受診率の向上 44.7% 50%以上 47.4% B

男性 66.1% 63.1%以下 71.5% C

女性 69.0% 66%以下 77.4% C

男性 52.9% 49.9%以下 51.4% B

女性 41.6% 38.6%以下 45.9% C

男性 34.6% 31.6%以下 5.2% A

女性 19.3% 16.3%以下 2.3% A

項目

65歳平均自立期間の延伸

糖尿病の改善
（HbA1c　5.6%以上）

高血圧の改善
（収縮期血圧　130mm/Hg以上）

脂質異常の改善
（中性脂肪　160mg/dl以上）

策定時
（H28） 目標値 現状値

（R7） 評価

保育所（園） 94.0% 100.0% 77.5% C

小学1～3年 89.9% 95.0% 85.2% C

小学4～6年 89.5% 95.0% 86.8% C

中学生 85.1% 90.0% 80.3% C

食育に関心がある保護者の割合
（関心がある＋どちらかといえば関心がある） 79.7% 90%以上 （20～50歳代）

67.3% C

4.9% 50%以上 － Dグー・パー食生活を知っている保護者の割合
（1歳6か月児、2歳児、3歳児健診対象保護者）

朝食を毎日食べる人の割合の増加

項目
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③ がん予防 

がん検診の受診率は、すべての項目で数値が悪化しました。悪化の要因として、第

１期計画策定以降、国が受診率の算出に用いるがん検診対象者の定義を変更（自治体

間で対象者が異なっていたものを全住民に統一）したことや、新型コロナウイルスの

影響で受診率が低下し、コロナ禍前の水準に戻っていないことなどが考えられます。 

県内の同規模の自治体の受診率7と比較すると、大腸がんの受診率が高くなってい

ます。 

 

（注）がん検診受診率の数値は、第１期計画では健康づくり推進協議会資料を根拠・出典

としていたが、現状値は県など他自治体との比較できるようにするため、厚生労働

省「地域保健・健康増進事業報告」の数値を使用している。 

 

④ 歯・口の健康 

１歳６か月児、３歳児のむし歯有病率、12 歳児の１人平均むし歯の本数は改善し

ました。一方、１人当たりの歯科医療費は増加しています。 

 

 

策定時
（H28） 目標値 現状値

（R5） 評価

胃がん 19.6% 25%以上 7.0% C

子宮がん 39.0% 45%以上 21.2% C

乳がん 45.2% 50%以上 24.2% C

肺がん 25.9% 30%以上 8.4% C

大腸がん 40.0% 45%以上 13.8% C

項目

町のがん検診受診率

策定時
（H28） 目標値 現状値

（R6） 評価

1歳6か月児でむし歯がない人の増加 97.4% 100.0% 98.2% Ｂ

3歳児でむし歯がない人の増加 77.8% 80.0% 91.7% Ａ

12歳児（中1）の1人平均むし歯の本数が減少 1.15本 1.0本 0.08本
（R7） Ａ

1人当たりの歯科医療費増加の抑制 1,857円 1,800円以下 2,089円 Ｃ

項目

7 九十九里町、長生村、多古町、東庄町の受診率の平均値。
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⑤ こころの健康 

こころの健康では、ストレスや悩みを相談する人の割合（男性）を除き、すべての

項目で数値が悪化しました。 

 

（注1）睡眠がとれていない割合（子育て世代）の現状値は、町民アンケート実施時に

選択肢の見直しを行ったため、策定時と集計の基準が異なる（策定時：「とれて

いると思わない」割合、現状値：「あまりとれていない」＋「まったくとれてい

ない」の合計の割合）。 

（注2）睡眠がとれていない割合（子育て世代）及びストレスや悩みを相談する割合は、

策定時のアンケートの対象者が 20～50 歳代を対象としているため、現状値も

20～50 歳代の数値を集計し記載している。 

 

策定時
（H28） 目標値 現状値

（R7） 評価

子育て世代 19.8% 15%以下 （20～50歳代）

33.7% Ｃ

特定健診受診者 22.9% 20%以下 28.6%
（R6） Ｃ

男性 30.1% 40%以上 （20～50歳代）

31.1% Ｂ

女性 53.6% 60%以上 （20～50歳代）

45.5% Ｃ

自殺者数（10年間）
18人

（H18～
27年）

10人以下
（H28～
37年）

20人
（H26～
R5年）

Ｃ

項目

睡眠がとれていない

ストレスや悩みを相談する
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第３章 計画の基本理念・基本目標、基本方針、計画の体系 

1. 計画の基本理念・基本目標 

 

 

 

第１期計画を継承し、基本理念を「すべての町民が健やかでこころ豊かに生活できる

活力ある社会」、基本目標を「健康寿命の延伸」とします。 

「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活に制限のない期間のことを指します。今

後も平均寿命の延伸が予想されるなか、健康寿命を延伸することで平均寿命との差（日

常生活に制限のある、不健康な期間）を短縮し、高齢になっても心身ともに健康で生き

がいをもち、自立した生活を送ることを目指します。 

 

 

すべての町民が健やかで 

こころ豊かに生活できる活力ある社会 

基本理念

健康寿命の延伸 

基本目標
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2. 基本方針 

基本理念、基本目標の実現のため、次の（１）～（４）を基本方針とします。 

 

（1） 個人の生活習慣の改善と生活機能の維持向上 

健康寿命の延伸を実現するためには、生活習慣病を予防することが不可欠です。また、

生活習慣病に罹患しなくても、身体機能の低下やメンタル面の不調など生活に支障をき

たす場合があることから、生活機能の維持向上も大切です。 

生活習慣病の予防や生活機能の維持向上には、町民一人ひとりが日頃から生活習慣の

改善に取り組む必要があります。子どもの頃から適切な食生活・運動の実施、こころの

健康の維持、喫煙・飲酒の正しい知識の習得、歯・口腔の健康の維持ができるよう取組

みを進めます。 

 

（2） 生活習慣病の発症・重症化予防 

生活習慣病の発症予防はもちろん、早期発見、重症化予防も大切であり、生活習慣病

リスクの高い町民へ健診の受診勧奨、未治療者へのフォローなどを実施します。 

生活習慣の改善などにより多くが予防可能であるがん、循環器病、糖尿病、CKD（慢

性腎臓病）の４つの分野で取組みを進めます。 

 

（3） つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり 

健康寿命の延伸を実現に向けて、個人の生活習慣の改善が欠かせませんが、自分一人

だけで取組み続けることはなかなか難しいものです。町民が継続的に健康づくりを行う

ためには、町民を取り巻く社会環境を整備する必要があります。企業やスポーツ協会と

いった多様な主体と連携し、誰もが無理なく健康づくりに参加できる機会を創出します。 

また、町民の社会活動への参加や地域コミュニティの形成などを支援することにより、

こころの健康の維持向上を目指します。 

 

（4） ライフステージに合わせた健康づくり・食育の推進 

健康課題や身体の状況は、年代ごとに異なります。人生 100 年時代が本格的に到来

することを踏まえ、町民のライフステージを乳幼児期～思春期（０～19 歳）、青年期～

壮年期（20～64 歳）、高齢期（65 歳以上）の３つに区分し、各ライフステージに応

じた健康づくり・食育を切れ目なく推進します。 
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3. 計画の体系 

基本理念、基本目標の実現に向けて、４つの基本方針に基づいて各施策を推進します。 

 

 

 

基本理念 基本目標 基本方針　 施策

（１）栄養・食生活・食育

（２）身体活動・運動

（３）休養・睡眠・こころの健康

（４）飲酒

（５）喫煙・COPD（慢性閉塞性肺疾患）

（６）歯と口腔の健康

（１）がん

（２）循環器病

（３）糖尿病

（４）CKD（慢性腎臓病）

（１）社会とのつながり・心の健康の維持及び向上

（２）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備

（１）乳幼児期～思春期

（２）青年期～壮年期

（３）高齢期

す
べ
て
の
町
民
が
健
や
か
で
こ
こ
ろ
豊
か
に
生
活
で
き
る
活
力
あ
る
社
会

健
康
寿
命
の
延
伸

１．個人の生活習慣の
      改善と生活機能の
      維持向上

２．生活習慣病の
　　　発症・重症化予防

３．つながりを生かし、
      健康を守り支える
      環境づくり

４．ライフステージに
      合わせた健康づくり
      ・食育の推進
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第４章 分野別施策 

1. 個人の生活習慣の改善と生活機能の維持向上 

（1） 栄養・食生活・食育 

l 目標・方向性 

栄養・食生活は、人々が健康で幸福な生活を送るために欠かせないものであり、生活

習慣病の予防・重症化予防の観点からも重要です。 

町民アンケートの結果、本町の食生活への意識（食生活で気をつけていること）につ

いては、年代が低いほど「気をつけていることはない」と回答した人の割合が高く、朝

食を毎日とる人の割合も低くなっています。また、食育に関心がある人は、食育に関心

がない人に比べて食生活への意識が高く、１週間のうち主食・主菜・副菜を１日に２回

以上とる日数も多くなっています。 

適切な栄養・食生活を実践するためには、子どもの頃から食育への理解を深める取組

みの推進が必要です。食を通して豊かな心と身体を育て、生涯にわたり健康で充実した

生活を送ることを目指します。 

 

l 数値目標 

 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 食育に関心がある人の割合 62.9％ 増加 町民アンケート

 
朝食を毎日食べる人の割

合

小学生 86.1% 増加 学校保健委員会資

料  中学生 80.3% 増加

 18 歳以上 72.8% 増加 町民アンケート

 主食・主菜・副菜を１日に２回以上、 

ほぼ毎日（週に６～７日）とる人の割合
49.9% 増加 町民アンケート

 適正体重を維持している人の割合 

（18 歳以上）
67.8% 増加 町民アンケート

 
小中学生の中等度・高度肥満の割合 6.5% 減少

学校保健委員会資

料
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l 町の取組み 

 

l 町民一人ひとりの取組み 

ž 朝ごはんを食べて、規則正しい生活リズムをつくりましょう。 

ž 「グー・パー食生活」を実践し、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。 

ž 地元産の食材を食べましょう。 

ž 外食や食品を購入するときは、栄養成分の表示を参考にしましょう。 

ž 適正体重を維持しましょう。 

ž 食に関するイベントに参加してみましょう。 

 

 事業名 事業内容

 

１
乳幼児健康診査事業 

乳幼児健康推進事業

乳児相談や乳幼児健診時に栄養相談を実施し、生活リ

ズム、授乳、離乳食、幼児食の悩み相談、アドバイス

を行います。

 

2 保育施設給食の推進

食事のマナーや行事食を伝え、うす味、「グー・パー食

生活」を実践、指導します。また、食事や調理の楽し

み、野菜づくりを通してその成長を知り、収穫の喜び

を味わいながら学ぶ環境を提供します。

 
3

小中学校における食

育推進事業

各学年に応じた食育を推進し、食を通じて児童生徒が

自ら健康管理が出来るよう指導に努めます。

 

４ 学校給食の充実

学校給食を通じて、食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身につけるため、栄養士等による食育指導を

行います。地場産物や旬の食材の使用、行事食など献

立の充実を図ります。

 
5 健康相談事業

医療機関からの紹介又は個人の随時依頼に応じて、栄

養相談を実施します。

 

６ 食生活改善事業

栄養教室を修了した食生活改善推進員が各種事業や研

修に参加して得た知識を地域で伝達していくことで、

町民の食生活改善を目指します。また、地区伝達料理

教室、男性の料理教室、ファミリー料理教室を開催し、

食育の推進に努めます。

 
７ 栄養教室

食生活改善推進員を養成するための講座を開催しま

す。
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「グー・パー食生活」は、日本型の食事スタイル（主食＜ご飯＞、おかず、汁物）を

基本に考え、主菜は「グー」、副菜は「パー」の量を目指す食事スタイルです。さらに、

１日１回は果物と牛乳・乳製品を食べるようにしましょう。 

 

（出所）千葉県「ちば型食生活食事実践ガイドブック概要版」 

 コラム グー・パー食生活



34 

（2） 身体活動・運動 

l 目標・方向性 

身体活動・運動量が多い人は、少ない人と比較して２型糖尿病、循環器病、がん、ロ

コモティブシンドローム、うつ病、認知症などの発症・罹患リスクが低いことが国によ

り示されています。 

町民アンケートの結果、本町の運動習慣がある人の割合は、第１期計画策定時より増

加しています。一方、機械化・自動化の進展や移動手段の変化などから、現代は身体活

動が減少しやすい社会環境であるといえます。 

今後も運動習慣のある人の割合を維持・増加していくためには、身体活動・運動分野

の取組みを推進していく必要があり、各種スポーツイベントや教室など地域に親しみな

がら気軽に運動できる機会を創出し、町民の運動習慣の定着を図ります。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 １日 8,000 歩以上歩く人の割合 

（18 歳～64 歳）
13.7% 増加 町民アンケート

 １日 6,000 歩以上歩く人の割合 

（65 歳以上）
26.3％ 増加 町民アンケート

 運動習慣がある人の割合 

（１日 30 分以上の汗を

かく運動を１週間に２回

以上、１年以上実施）

18 歳 ～

64 歳
38.5％ 増加 町民アンケート

 65 歳 

以上
45.3% 増加 町民アンケート

 ※けんこう運動教室参加者 1,388 人 1,440 人 第二期総合戦略

 事業名 事業内容

 

1
各種スポーツイベン

トの開催

NPＯ法人スポーツ協会に各種スポーツ大会を委託し、

また民間企業とイベントを共催するなどスポーツ振

興、地域住民のコミュニケーションの醸成を図ります。

 

2
介護予防普及啓発事

業

介護予防に関する普及啓発のため、65 歳以上の方が

参加できるけんこう運動教室や認知症予防教室の開催

及び広報紙への掲載を行います。

 

3
地域介護予防活動支

援事業

介護予防推進員が各地区の集会場に出張し、運動やゲ

ームなどの介護予防教室を行います。介護予防推進員

の育成・支援を行います。
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž なるべく階段を使う、歩いて行ける場所には自動車を使わず歩いて行くなど、日頃

から身体を動かすことや歩数を増やすことを意識しましょう。 

ž 自分に合った運動方法を見つけ、運動する習慣を身に着けましょう。 

ž スポーツイベントや運動教室に参加し、地域の人と楽しく運動しましょう。 

 

千葉県では、働く世代を中心に日常生活における歩数や運動習慣のある人の割合が低

くなる傾向があることから、「ＷＯＲＫ＋10」（仕事の合間に 10 分多く身体を動かす

こと）を推進しています。 

１日 10 分多く身体を動かすと、死亡リスクや生活習慣病、がん、ロコモティブシン

ドローム、認知症の発症リスクを下げることが出来ます。始業前のラジオ体操や休憩時

間のストレッチなど、職場で手軽に出来る運動を取り入れてみましょう。 

 

（出所）千葉県「ＷＯＲＫ＋10 リーフレット」 

 

 

 コラム ＷＯＲＫ＋10（ワークプラステン）
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（3） 休養・睡眠・こころの健康 

l 目標・方向性 

日々の生活において、十分な睡眠や余暇活動は心身の健康に欠かせません。 

睡眠不足は日中の眠気や疲労に加え、頭痛といった体調不良、作業能率の低下など多

岐にわたる影響を及ぼします。それに加え、睡眠不足が慢性化すると、生活習慣病をは

じめさまざまな疾患の発症リスクや死亡率の上昇にも関与することが明らかになって

います。 

また、こころの健康を維持・向上するためには、ストレスや悩みを適切に対処するこ

とが求められます。町民アンケートの結果、本町では、30～50 歳代の働き盛り・子育

て世代でストレスや悩みを相談しない人の割合が高くなっています。ストレスや悩みを

抱えた際に気軽に相談できる体制を整え、町民がこころの健康を保てるよう支援してい

きます。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 睡眠で休養がとれている

人の割合

18～59 歳 65.6% 75.0％
町民アンケート

 60 歳以上 75.8% 90.0%

 ストレスや悩みを相談する人の割合 38.9% 50.0% 町民アンケート

 
自殺者の割合

１人 

（Ｒ５）
０人

千葉県における自

殺の統計

 事業名 事業内容

 
1 健康相談事業

医療機関からの紹介又は個人の随時依頼に応じて、各

種相談を実施します。

 

２ 産後ケア事業

産後のお母さんが安心して休息や相談ができ、こころ

にゆとりをもって育児に向き合えるよう、産後ケア事

業を実施します。

 

３ 育児支援事業

育児の仲間づくりの推進のため、０歳児、１歳児の親

子で参加する遊びの教室（親子ふれあい教室）の開催

や保健センター「母子相談室」（あそびの広場）を開放

します。また、子どもの成長発達についての不安軽減

のため、育児相談員による個別相談を実施します。

 

４
老人クラブ活動促進

事業

高齢者の生きがいと健康づくりに資する活動の充実を

図るとともに、老人クラブの活動を通じ、交流の推進

や活力の向上を図ります。

 
５

ＤＶ防止についての

広報・啓発

チラシやパンフレットの配布などによりＤＶ防止の啓

発活動を推進していきます。
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž 規則正しい生活を心がけ、年齢に合った睡眠時間を確保するようにしましょう。 

ž 自分に合ったストレス解決方法を見つけ、ストレスをためないようにしましょう。 

ž 自分ひとりで解決できない悩みがある場合は、周りの人や専門家に相談するように

しましょう。 

 

睡眠は、健康増進・維持に欠かせないものですが、睡眠時間などよい睡眠をとるため

に気をつけることは、個人差があるとともに年代によっても異なります。厚生労働省で

は、年代別に睡眠に関するす推奨事項をまとめた「健康づくりのための睡眠ガイド」を

公表しているので、自分の年代に合わせて実践してみましょう。 

生活習慣や睡眠環境、嗜好品の取り方を見直しても睡眠問題が続き、日常生活に支障

をきたす場合には、睡眠障害の可能性があるので、早めに医療機関を受診しましょう。 

 

（出所）厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイドリーフレット」 

 コラム 健康づくりのための睡眠ガイド
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（4） 飲酒 

l 目標・方向性 

アルコールは、さまざまな健康障害との関連やうつ病、自殺、事故のリスク要因にな

ることが指摘されています。そのため、飲酒について正しい知識を普及し、過度な飲酒

を防止することが求められます。 

特に女性は、アルコールの影響を男性よりも受けやすく、また、妊娠中の飲酒は胎児

に悪影響を与えるため、妊娠中の飲酒を防止する取組みが求められます。さらに、20

歳未満の飲酒は健全な成長を妨げる要因になるため、小学校での教育を通じて 20 歳未

満の飲酒を防止します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

l 町民一人ひとりの取組み 

ž 生活習慣病のリスクを高める飲酒について知りましょう。 

ž 自分の飲酒状況を把握し、休肝日を設けるなど健康に配慮した飲酒を心がけましょ

う。 

ž 20 歳未満、妊娠中の人は飲酒しないようにしましょう。 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 生活習慣病のリスクを高める

飲酒をしている人の割合

男性 8.8% 減少
町民アンケート

 女性 17.5% 減少

 事業名 事業内容

 

1 健康診査事業

特定健康診査後に事後指導として特定保健指導を行

い、生活習慣病のリスクを高める飲酒についての周知

や生活習慣の改善に努めます。

 
2 小学校での教育

保健体育の中で指導し、20 歳未満の飲酒を防止しま

す。

 

3 健康教育事業

マタニティ教室において妊娠中の飲酒による健康リス

クや胎児への影響について周知し、妊娠中の飲酒を防

止します。
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（5） 喫煙・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

l 目標・方向性 

喫煙は、循環器病や COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病に共通した主要なリスク要

因です。また、妊娠中の喫煙は妊娠合併症のリスクを高めるだけでなく、胎児にも悪影

響を及ぼします。20 歳未満の喫煙についても、健康への影響が大きいほか、その後の

喫煙継続につながりやすくなります。 

喫煙や COPD について正しい知識を普及し、受動喫煙を含め 20 歳未満、妊娠中の

喫煙を防止します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

l 町民一人ひとりの取組み 

ž 喫煙（受動喫煙を含む）による健康への影響について理解しましょう。 

ž COPD と喫煙の関係について知りましょう。 

ž 20 歳未満、妊娠中の人は喫煙しないようにしましょう。 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 喫煙者の割合 9.6% 減少 町民アンケート

 ＣＯＰＤの認知度 

（言葉も意味も知っている人の割合）
22.4％ 増加 町民アンケート

 事業名 事業内容

 

1 健康診査事業

特定健康診査後に事後指導として特定保健指導を行

い、喫煙による健康への影響の周知や生活習慣の改善

に努めます。

 
2 小学校での教育

保健体育の中で指導し、20 歳未満の喫煙を防止しま

す。

 

3 健康教育事業

マタニティ教室において妊娠中の喫煙による健康リス

クや胎児への影響について周知し、妊娠中の喫煙を防

止します。

 
4 ＣＯＰＤの周知

ＣＯＰＤの内容や喫煙との関係について広報紙を通じ

て発信し、ＣＯＰＤの認知度向上に努めます。
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厚生労働省では生活習慣病のリスクを高める飲酒量（１日あたりの平均純アルコール

摂取量）を、男性では 40g 以上、女性では 20g 以上としています。 

純アルコール量 20g の目安は下図の通りですが、例えばストロング系のお酒は１缶

当たりに含まれるアルコール量が多いため、注意する必要があります。グラム表記され

ている商品もありますので、購入時に確認するようにしましょう。 

＜純アルコール 20g（１合）の目安＞ 

 

（出所）厚生労働省「健康日本 21 アクション支援システムＷｅｂサイト」 

 

 

ＣＯＰＤとは、たばこを主な原因とする進行性の肺の病気です。たばこの煙を主と

する有害物質が長期にわたって気道や肺に触れることによって、炎症が起きたり、肺

胞が壊れたりします。喫煙歴のある人の約 20％が発症するといわれています。 

 

（出所）一宮町「広報いちのみや」（令和７年８月号） 

 コラム 生活習慣病のリスクを高める飲酒

 コラム ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）
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（6） 歯と口腔の健康 

l 目標・方向性 

歯と口腔の健康は、食事をする機能とその喜びや会話の楽しさを保つ上で重要であり、

身体の健康だけでなく、こころの健康にも大きく寄与します。また、歯と口腔の健康は、

さまざまな全身疾患と関係していることも指摘されています。 

本町では、第１期計画と比較すると、乳幼児（１歳６か月児、３歳児）のむし歯有病

者率や 12 歳児の１人平均むし歯の本数は改善傾向にあります。生涯を通じた歯科疾患

の予防を引き続き推進し、歯の喪失の抑制、口腔機能の維持を目指します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 

むし歯がない人の割合

３歳児 91.7% 増加

市町村歯科健康診

査（検診）実績報

告書

 
12 歳児 94.9％ 増加

児童・生徒 

定期健康診断結果

 過去１年間に歯科健診を受けた人の割

合
58.1% 79.0% 町民アンケート

 50 歳以上における咀嚼良好者の割合 69.9% 77.0% 町民アンケート

 かかりつけ歯科医をもっている人の割合 69.5% 増加 町民アンケート

 事業名 事業内容

 
1

乳幼児健康診査事業 

乳幼児健康推進事業

１歳６か月児健康診査・２歳児歯科健康診査・３歳児

健康診査を実施し、健診の際、歯科相談も行います。

 

2 フッ化物洗口事業

歯の健康を維持、また幼児・児童のむし歯の罹患を減

少させることを目的に、保育施設年長児、小学生にフ

ッ化物洗口を実施します。

 
3 歯周疾患検診事業

20・30・40・50・60・70 歳を対象に、歯周疾患

検診を通じて、歯周病対策を推進します。

 
4 妊婦健康診査事業

妊娠期の口腔内の問題を早期に発見し、適切に対応す

るために、歯科健康診査を実施します。

 5 成人歯科相談 18 歳以上の希望者を対象に、歯科相談を実施します。

 

6
在宅訪問歯科保健事

業

65 歳以上で寝たきりの町民や障がい等により外出困

難な町民を対象に、口腔内診査、腔清掃などの指導、

むし歯などの応急処置を実施します。

 
7

かかりつけ歯科医の

普及・啓発

健診時などにおいて、かかりつけ歯科医の普及・啓発

活動を行います。
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž 正しい歯のみがき方を学び、歯みがき習慣を身につけましょう。 

ž 日頃から歯を丁寧にみがき、デンタルフロス、歯間ブラシなど歯ブラシ以外の器具

も使用して歯の手入れをしましょう。 

ž かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受診しましょう。 

 

歯周病は、細菌の感染によって引き起こさ

れる炎症性疾患です。 

歯周病の原因は、歯石（プラーク）の中に

いる歯周病菌です。歯みがきが十分でない

と、プラークが歯と歯ぐき（歯肉）の境目に

増えていき、プラークの中にいる歯周病菌が

歯肉に炎症を起こします。さらに進行してい

くと、骨（歯槽骨）が溶け、歯がグラグラし

たり、歯肉が下がってきたり、歯が抜けてし

まったりします。 

歯周病の怖さは、歯を失うリスクが高くな

るだけではありません。歯周病の進行により

産生する炎症性物質が血液中に入ると、イン

スリンの働きを低下させるため、血糖値が下

がりにくくなったり（糖尿病）、低体重児出産・早産、狭心症・心筋梗塞などを引き起

こす原因となります。また、誤嚥により歯周病菌が気管支から肺にたどり着くと、誤嚥

性肺炎の原因にもなります。そのほか骨粗鬆症、肥満、認知症などの関連も指摘されて

います。 

歯周病は、初期段階ではあまり自覚症状がありません。日々のセルフケアと定期的に

歯科健診を受診するようにしましょう。 

（出所）公益財団法人 8020 推進財団「働き盛りのお口の健康」「からだの健康は歯とお

口から～歯周病対策で健康力アップ～」  

 コラム 歯周病と全身疾患の関係
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2. 生活習慣病の発症・重症化予防 

（1） がん 

l 目標・方向性 

がんは、本町において死因の約２割を占め第１位となっています。今後高齢化が進み、

がんの罹患者数や死亡者数も増加することが見込まれ、町民の生命や健康を守るために

もがん対策の推進が重要です。 

本町のがん検診受診率をみると、国や県に比べて受診率は高い傾向にありますが、第

１期計画策定時と比較すると低下しています。科学的根拠に基づくがん検診の受診は、

がんの早期発見・早期治療につながります。がん検診の受診率の向上を図りながら、が

んのリスク因子となる生活習慣（喫煙、飲酒、野菜・果物不足など）の改善を進め、が

ん予防に取り組む町民を増やします。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 

がん検診受診率

胃がん 

（50～69 歳）
7.0% 増加

地域保健・健康増

進事業報告

 大腸がん 

（40～69 歳）
13.8% 増加

 肺がん 

（40～69 歳）
8.4％ 増加

 乳がん 

（40～69 歳）
24.2％ 増加

 子宮頸がん 

（20～69 歳）
21.2％ 増加

 事業名 事業内容

 

1 がん検診事業

がんを早期に発見し、早期治療を図るため、各種がん

検診を行い、検診受診率・精密検査受診率の向上を図

ります。

 
2 感染症予防対策事業

子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）の接種を

実施します。

 
3 がん予防の普及・啓発

がん予防と生活習慣の関係や生活習慣の見直し方法に

ついて広報紙等を通じて発信します。
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž 定期的にがん検診を受診しましょう。 

ž がん検診の結果、精密検査が必要となった場合は、必ず受診しましょう。 

ž がんと生活習慣の関係を知り、生活習慣を見直しましょう。 

 

がん予防についての研究から、がんと生活習慣との間に深い関わりがみられることが

わかっています。生活習慣を改善することで誰でもがん予防に取り組むことができます。

下の表を参考に、生活習慣を見直してみましょう。 

 
（出所）一宮町「広報いちのみや」（令和７年９月号） 

 

 コラム がんと生活習慣
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（2） 循環器病 

l 目標・方向性 

心臓病・脳血管疾患などの循環器病は、がんと並んで日本人の主要な死因です。本町

でも、心臓病は死因の第２位、脳血管疾患は第５位となっており、特に心臓病の死亡率

は全国や県と比べて高くなっています。また、要介護者の有病状況をみても、本町は、

心臓病や脳疾患の割合が全国や県に比べて高くなっています。 

循環器病のリスク因子として、喫煙、糖尿病、高血圧、脂質異常症などが挙げられま

す。特定健診・特定保健指導の実施及び受診率向上により、リスク因子を適切に管理し、

町民の循環器病の予防に努めます。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

l 町民一人ひとりの取組み 

ž 定期的に健康診査を受診しましょう。 

ž 健診の結果、異状が指摘された場合は、必ず医療機関を受診しましょう。 

ž 減塩を意識した食生活の実施や運動習慣を身に着けましょう。 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 特定健康診査受診率 47.4% 60.0% ＫＤＢ帳票

 特定保健指導実施率 32.0% 60.0% ＫＤＢ帳票

 特定健診受診者で収縮期血

圧　130mm/Hg 以上の人

の割合

男性 51.4％ 減少
特定健診結果

 女性 45.9％ 減少

 事業名 事業内容

 

1 健康診査事業

疾病の早期発見・早期治療・健康維持を図るため、特

定健康診査、後期高齢者健康診査、30 歳代の健康診

査、40 歳以上の生活保護受給者の健康診査を引き続

き実施します。特定健康診査では事後指導として特定

保健指導を行い、生活習慣の改善に努めます。

 

2
特定健診の受診率向

上

対象者全員へ問診票を郵送し、広報紙やホームページ、

防災無線で周知します。また、健診の継続受診を促し、

未受診者へは受診勧奨を実施します。

 
３

特定健診・30 歳代健

診結果説明会

特定健診や 30 歳代健診受診者を対象に健診結果の説

明を実施し、生活習慣を見直す機会を提供します。
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（3） 糖尿病 

l 目標・方向性 

糖尿病になると、心血管疾患のリスクが高まるほか、網膜症、神経症、腎症といった

合併症を起こす可能性があり、生活の質（ＱＯＬ）の低下を招きます。 

本町の特定健診受診者のうち、HbA1c　5.6%以上の人の割合は、男女とも第１期

計画策定時より増加しています。また、非肥満高血糖の人の割合は、国や県より約 10％

ポイント高くなっています。糖尿病対策は本町の課題の１つといえ、糖尿尿予防及び重

症化予防に関する取組みを引き続き推進します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

l 町民一人ひとりの取組み 

ž 定期的に健康診査を受診しましょう。 

ž 健診の結果、異状が指摘された場合は、必ず医療機関を受診しましょう。 

ž 肥満でなくても糖尿病になる可能性があることを知り、生活習慣を見直しましょう。 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 【再掲】特定健康診査受診率 47.4% 60.0% ＫＤＢ帳票

 【再掲】特定保健指導実施率 32.0% 60.0% ＫＤＢ帳票

 特定健診受診者で HbA1c　

5.6%以上の人の割合

男性 71.5％ 減少
特定健診結果

 女性 77.4％ 減少

 非肥満高血糖の割合 18.5％ 減少 ＫＤＢ帳票

 事業名 事業内容

 

1 健康診査事業

疾病の早期発見・早期治療・健康維持を図るため、特

定健康診査、後期高齢者健康診査などの各健康診査を

引き続き実施します。特定健康診査では、事後指導と

して特定保健指導を行い、生活習慣の改善に努めます。

 
２

特定健診・30 歳代健

診結果説明会

特定健診や 30 歳代健診受診者を対象に健診結果の説

明を個別に実施し、生活習慣を見直す機会を設けます。

 

３

糖尿病予防対策事業 

（国保ヘルスアップ

事業）

特定健診受診者を対象に、ＡＧＥｓ（終末糖化産物）

の測定や血管年齢測定、健康講座、運動教室を行いま

す。また、特定健診受診者のうち、HbA1c　5.6%以

上の人には、生活習慣改善の講義や体成分測定、ベジ

チェック測定を行い、生活習慣の改善を図ります。

 
４

糖尿病腎症重症化予

防事業

糖尿病性腎症のリスクがあり、糖尿病未治療の者に対

し受診勧奨を行います。
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（4） ＣＫＤ（慢性腎臓病） 

l 目標・方向性 

ＣＫＤ（慢性腎臓病）は、腎臓の異常が続いている状態のことを指し、日本では成人

の５人に１人がＣＫＤであると推計され、新たな国民病ともいわれています。 

ＣＫＤは自覚症状がほとんどなく、症状が現れた時にはかなり進んでいる可能性があ

ります。また、腎臓の機能は一度失われると元に戻らないため、定期的に健診や検査を

受け早期発見・早期治療することが大切です。併せてＣＫＤのリスクが高い町民に対し

受診勧奨を実施し、ＣＫＤの予防・重症化を予防します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

l 町民一人ひとりの取組み 

ž 定期的に健康診査を受診しましょう。 

ž 健診の結果、異状が指摘された場合は、必ず医療機関を受診しましょう。 

ž 腎臓の役割やＣＫＤについて知り、腎臓を守るために生活習慣を見直しましょう。 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 【再掲】特定健康診査受診率 47.4% 60.0% ＫＤＢ帳票

 【再掲】特定保健指導実施率 32.0% 60.0% ＫＤＢ帳票

 
ＣＫＤ重症化予防事業対象者 69 人 減少

特定健診・後期健

診結果

 事業名 事業内容

 

1 健康診査事業

疾病の早期発見・早期治療・健康維持を図るため、特

定健康診査、後期高齢者健康診査などの各健康診査を

引き続き実施します。特定健康診査では、事後指導と

して特定保健指導を行い、生活習慣の改善に努めます。

 
２

ＣＫＤ重症化予防事

業

特定健診・後期健診の受診者のうち、ＣＫＤの可能性

が高い者に対し、受診勧奨を行います。
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3. つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり 

（1） 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

l 目標・方向性 

人々の健康状態は、居場所づくり・社会活動（就労・ボランティア・通いの場など）

への参加に影響を受けることが知られています。 

また、社会とのつながりは、心身の健康、生活習慣、死亡リスクなどによい影響を与

えることが分かっています。地域とのつながりが豊かな人は、さまざまな人と交流した

り、社会活動に参加する機会が多いため、健康状態がよいとされています。町民アンケ

ートの結果、本町でも、地域でお互いに助け合っていると思っている人は、そう思わな

い人に比べ、自身の健康状態が「健康である」と感じている人の割合が高くなっていま

す。 

こころの健康の維持・向上のためにも、孤立化の防止や地域とのつながりを強化し、

すべての町民が安心してこころ豊かに暮らせる町を目指します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 地域で互いに助け合っていると思う人

の割合
48.3% 増加 町民アンケート

 社会活動に参加していない人の割合 61.2% 減少 町民アンケート

 事業名 事業内容

 

1
各種スポーツイベン

トの開催

NPＯ法人スポーツ協会に各種スポーツ大会を委託

し、また民間企業とイベントを共催するなどスポーツ

振興、地域住民のコミュニケーションの醸成を図りま

す。

 
2

多世代交流の機会の

検討

地域の高齢者と子ども、そして子育て世代が交流でき

る多世代交流の機会の提供を検討します。

 
3 地域活動支援事業

区・自治会が実施する地域活動、行事の広報活動を行

います。

 
4 ブックスタート事業

４か月児・３歳児とその保護者を対象に、ボランティ

アによる読み聞かせ等を実施します。

 

5 育児支援事業

育児の仲間づくりの推進のため、０歳児、１歳児の親

子で参加する遊びの教室（親子ふれあい教室）の開催

や保健センター「母子相談室」（あそびの広場）を開放

します。また、子どもの成長発達についての不安軽減

のため、育児相談員による個別相談を実施します。
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž 地域の行事や活動に参加し、地域の人と積極的に交流しましょう。 

ž 自分ひとりで解決できない悩みがある場合は、周りの人や専門家に相談するように

しましょう。 

 

 

6
地域子育て支援拠点

事業

町内全ての保育施設において、子育て支援事業を実施

し、子育て世帯の交流の場を提供するとともに相談、

情報提供を行っていきます。

 

7
放課後児童健全育成

事業

一宮小学校に２か所、東浪見小学校に１か所、合計３

か所の学童保育わんぱくクラブを設置し、就労などに

より保護者が昼間家庭にいない児童を対象に放課後

や長期休業期間に適切な遊びや生活の場を提供しま

す。

 

8
こども家庭センター

の設置

妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じ

て個別にサポートプランを策定し、保健・医療・福祉・

教育等の地域の関係機関による切れ目のない支援を

行います。

 

9
ひとり親家庭等の自

立、就業支援

自立、就業支援、寡婦福祉資金の貸し付けなど各種制

度の情報提供を行い、ひとり親家庭の生活支援を行い

ます。

 

10
青少年相談員連絡協

議会活動

青少年相談員とともに青少年の健全育成を推進する

ため、地域の特色を生かした青少年健全育成事業を展

開します。

 

11
老人クラブ活動促進

事業

高齢者の生きがいと健康づくりに資する活動の充実

を図るとともに、老人クラブの活動を通じ、交流の推

進や活力の向上を図ります。
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（2） 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

l 目標・方向性 

健康づくりを行うためには、保健・医療・福祉などへのアクセスが確保されているこ

とが重要です。近年、自治体のみならず、企業や民間団体といった多様な主体による健

康づくりが広まっており、そうした取組みをさらに推進していくことが必要です。 

本町でも、ＮＰＯ法人スポーツ協会など町内の多様な主体と連携しながら、町民全員

が無理なく健康づくりを続けられる環境を整備します。 

 

l 数値目標 

 

l 町の取組み 

 

 
目標

現状値 

（R7）

目標値 

（Ｒ17）
根拠・出典

 健康ポイント事業の登録者数 ６人 50 人 第二期総合戦略

 
生涯学習施設の利用者数 30,087 人 増加

生涯学習施設利用

票

 
社会体育施設の年間利用者数 56,899 人 増加

社会体育施設利用

票

 かかりつけ医をもっている人の割合 67.8% 増加 町民アンケート

 【再掲】かかりつけ歯科医をもって

いる人の割合
69.5% 増加 町民アンケート

 事業名 事業内容

 
1

健康づくり関連事業

の共催・後援事業

町内の多様な主体と連携し、健康増進のためのイベン

トを開催します。

 

2 健康ポイント事業

健康づくりに関する事業に参加した町民へ健康ポイン

トを付与し、一定以上のポイントを貯めた者へ、県内

協賛店で優待を受けることができる「チ～バリュ～カ

ード」を交付します。

 

3
か か り つ け 医 の 普

及・啓発

健診時などにおいて、かかりつけ医・かかりつけ歯科

医の普及・啓発活動を行います。 

長生郡市広域市町村圏組合（医療民生課）と連携し、

「子どもの救急講習」を開催します。

 

4 公立長生病院の充実

中長期プランに掲げている基本診療方針（①救急医

療・災害医療、②一般診療の主軸、③予防医療、④地

域医療連携）に基づき、地域住民に信頼される病院と

して病院運営の充実を図ります。

 
5 施設管理運営事業

生涯学習施設の利便性の向上を図り、人づくりやまち

づくりにつながる場を提供します。
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž 健康づくりのイベントや健康ポイント事業に積極的に参加しましょう。 

ž かかりつけ医・かかりつけ歯科医をもちましょう。 

 

 
6 社会体育施設管理

利用者の利便性向上のため、各社会体育施設の管理運

営を行います。
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4. ライフステージに合わせた健康づくり・食育の推進 

（1） 乳幼児期～思春期（０～19 歳） 

l 目標・方向性 

食生活をはじめ、こどもの頃に身に着けた生活習慣は、大人になった後の生活に大き

な影響を与えることから、乳幼児期から正しい生活習慣を身に着ける必要があります。 

妊娠期から各ライフステージに応じた取組みを切れ目なく進め、生涯を通じて健康を

維持できる基盤をつくります。 

 

l 町の取組み 

 

 

 事業名 事業内容

 

妊
娠
期

妊婦健康診査事業

妊娠初期から定期的に健診を受診して健康管理に役

立ててもらうため、妊婦健康診査の費用助成や歯科

健康診査を実施します。

 

健康教育事業

マタニティ教室において妊娠中の飲酒・喫煙による

健康リスクや胎児への影響について周知し、妊娠中

の飲酒・喫煙を防止します。

 

こども家庭センター

の設置

妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応

じて個別にサポートプランを策定し、保健・医療・

福祉・教育等の地域の関係機関による切れ目のない

支援を行います。

 

乳
幼
児
期

産後ケア事業

産後のお母さんが安心して休息や相談ができ、ここ

ろにゆとりをもって育児に向き合えるよう、産後ケ

ア事業を実施します。

 赤ちゃん全戸訪問事

業（新生児訪問）

乳児の発育確認、子育ての不安の軽減のため、新生

児をもつ家庭に対して訪問指導を行います。

 

育児支援事業

育児の仲間づくりの推進のため、０歳児、１歳児の

親子で参加する遊びの教室（親子ふれあい教室）の

開催や保健センター「母子相談室」（あそびの広場）

を開放します。また、子どもの成長発達についての

不安軽減のため、育児相談員による個別相談を実施

します。

 

乳幼児健康診査事業 

乳幼児健康推進事業

乳児相談や乳児健康診査・１歳６か月児健康診査・

２歳児歯科健康診査・３歳児健康診査・４歳児視力

検査を実施します。健診の際、保健相談・栄養相

談・歯科相談も実施します。
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乳
幼
児
期

保育施設給食の推進

食事のマナーや行事食を伝え、うす味、「グー・パー

食生活」を実践、指導します。また、食事や調理の

楽しみ、野菜づくりを通してその成長を知り、収穫

の喜びを味わいながら学ぶ環境を提供します。

 
地域子育て支援拠点

事業

町内全ての保育施設において、子育て支援事業を実

施し、子育て世帯の交流の場を提供するとともに相

談、情報提供を行っていきます。

 

フッ化物洗口事業

歯の健康を維持、また幼児・児童のむし歯の罹患を

減少させることを目的に、保育施設年長児、小学生

にフッ化物洗口を実施します。

 

学
童
期
～
思
春
期

食生活改善事業
小学生とその保護者を対象にファミリー料理教室を

開催し、食育の推進に努めます。

 小学校での教育 

（20 歳未満の飲酒・

喫煙の防止）

20 歳未満の飲酒・喫煙を防止するため、小学校で教

育・指導を行います。

 

放課後児童健全育成

事業

一宮小学校に２か所、東浪見小学校に１か所、合計３

か所の学童保育わんぱくクラブを設置し、就労などに

より保護者が昼間家庭にいない児童を対象に放課後

や長期休業期間に適切な遊びや生活の場を提供しま

す。

 
青少年相談員連絡協

議会活動

青少年相談員とともに青少年の健全育成を推進する

ため、地域の特色を生かした青少年健全育成事業を展

開します。

 小中学校における食

育推進事業

各学年に応じた食育を推進し、食を通じて児童生徒が

自ら健康管理が出来るよう指導に努めます。

 

学校給食の充実

学校給食を通じて、食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身につけるため、栄養士等による食育指導を

行います。地場産物や旬の食材の使用、行事食など献

立の充実を図ります。

 

小中学校健診事業

小中学生を対象とした小児生活習慣病健診を継続し、

疾病の予防、早期発見、生活習慣の改善指導を学校と

連携して推進します。
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l 町民一人ひとりの取組み 

（妊娠期） 

ž 早寝・早起き・朝ごはんを実践し、規則正しい生活を送りましょう。 

ž 定期的に健診や歯科健診を受診し、自身の健康を管理しましょう。 

ž 自身の体調に合わせ、ウォーキングなど適度に身体を動かすようにしましょう。 

ž 妊娠や出産、子育てで不安なことがある場合は、家族や周りの人、専門機関に相談

するようにしましょう。 

ž 寝る前はスマートフォンやパソコンの使用を控えるようにしましょう。 

ž 妊娠中の喫煙・飲酒はやめましょう。 

（乳幼児期） 

ž 早寝・早起き・朝ごはんを実践し、規則正しい生活を送りましょう。 

ž 乳幼児健診を受診するようにしましょう。 

ž 食べることや調理の楽しさを知りましょう。 

ž 食事のマナーを身に着けましょう。 

ž 様々な食品、食材を食べたり、うす味を実践しましょう。 

ž 親子でからだを使った遊びをしましょう。 

ž 保護者は育児の仲間をつくったり、地域とのつながりをもつようにしましょう。 

ž 寝る前はスマートフォンやパソコンの使用を控えるようにしましょう。 

ž 食後は歯を磨く習慣を身に着け、保護者が仕上げ磨きをしましょう。 

ž フッ化物の役割を理解し、利用しましょう。 

（学童期～思春期） 

ž 早寝・早起き・朝ごはんを実践し、規則正しい生活を送りましょう。 

ž 栄養バランスのよい食事について学び、実践しましょう。 

ž 地元産の食材を食べたり、地域の食文化について学びましょう。 

ž 家族や地域の人、友達と一緒に食事をしましょう。 

ž 無理なダイエットはせず、瘦せすぎに注意しましょう。 

ž 体育の授業以外で外で身体を動かしたり、遊んだりしましょう。 

ž 不安なことがある場合は家族や周りの大人、友達に相談するようにしましょう。 

ž 寝る前はスマートフォンやパソコンの使用を控えるようにしましょう。 

ž 飲酒や喫煙による健康への影響について知り、20 歳未満の飲酒・喫煙はやめまし

ょう。 

ž 学校の健診で受診が必要な場合は、必ず早めに受診しましょう。 
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（2） 青年期～壮年期（20～64 歳） 

l 目標・方向性 

青年期～壮年期は、就職・結婚・出産・退職などライフイベントを数多く迎えます。

私生活や仕事の両立などで忙しいため、健康や食生活への意識の低下が見られたり、社

会的役割が大きくなることから、ストレスや悩みを抱えやすい時期でもあります。 

また、年齢を重ねるにつれ、生活習慣病やその前触れが徐々に現れます。健（検）診

により自身の健康状態を把握し、自分自身で健康管理が出来ることを目指します。 

 

l 町の取組み 

 事業名 事業内容

 
1 健康相談事業

医療機関からの紹介又は個人の随時依頼に応じて、各

種相談を実施します。

 

2
各種スポーツイベン

トの開催

NPＯ法人スポーツ協会に各種スポーツ大会を委託

し、また民間企業とイベントを共催するなどスポーツ

振興、地域住民のコミュニケーションの醸成を図りま

す。

 
３ ＣＯＰＤの周知

ＣＯＰＤの内容や喫煙との関係について広報紙を通

じて発信し、ＣＯＰＤの認知度向上に努めます。

 
４ 歯周疾患検診事業

20・30・40・50・60・70 歳を対象に、歯周疾患

検診を通じて、歯周病対策を推進します。

 
５ 成人歯科相談

18 歳以上の希望者を対象に、歯科相談を実施しま

す。

 

６

かかりつけ医・かかり

つけ歯科医の普及・啓

発

健診時などにおいて、かかりつけ歯科医の普及・啓発

活動を行います。

 

７ がん検診事業

がんを早期に発見し、早期治療を図るため、各種がん

検診を行い、検診受診率・精密検査受診率の向上を図

ります。

 
８ がん予防の普及・啓発

がん予防と生活習慣の関係や生活習慣の見直し方法

について広報紙を通じて発信します。

 

９ 健康診査事業

疾病の早期発見・早期治療・健康維持を図るため、特

定健康診査、30 歳代の健康診査、40 歳以上の生活

保護受給者の健康診査を引き続き実施します。特定健

康診査では事後指導として特定保健指導を行い、生活

習慣の改善に努めます。

 

10
特定健診の受診率向

上

対象者全員へ問診票を郵送し、広報紙やホームペー

ジ、防災無線で周知します。また、健診の継続受診を

促し、未受診者へは受診勧奨を実施します。

 11 特定健診・30 歳代健 特定健診や30歳代健診受診者を対象に健診結果の説
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž 毎日朝食を食べましょう。 

ž １日３食、バランスのよい食事を心がけましょう。 

ž 地元産の食材を食べましょう。 

ž 塩分や糖分、脂質の取りすぎに注意しましょう。 

ž 外食や食品を購入するときは、栄養成分の表示を参考にしましょう。 

ž 適正体重を維持しましょう。 

ž 自分に合った運動方法を見つけ、運動する習慣を身に着けましょう。 

ž 自分に合ったストレス解決方法を見つけ、ストレスをためないようにしましょう。 

ž 自分ひとりで解決できない悩みがある場合は、周りの人や専門家に相談するように

しましょう。 

ž 寝る前はスマートフォンやパソコンの使用、飲酒、喫煙、カフェインの摂取を控え、

睡眠休養感を高めましょう。 

ž 生活習慣病のリスクを高める飲酒について知りましょう。 

ž 自分の飲酒状況を把握し、休肝日を設けるなど健康に配慮した飲酒を心がけましょ

う。 

ž 喫煙（受動喫煙を含む）による健康への影響について理解しましょう。 

ž COPD と喫煙の関係について知りましょう。 

ž 日頃から歯を丁寧に磨き、デンタルフロス、歯間ブラシなど歯ブラシ以外の器具も

使用して歯の手入れをしましょう。 

ž 定期的に健康診査、歯科健診、がん検診を受診しましょう。 

ž 女性の方は骨粗しょう症予防検診を受診しましょう。 

ž 健（検）診の結果、異状が指摘されたり、精密検査が必要になった場合は、必ず受

診しましょう。 

ž 生活習慣病と生活習慣の関係について知り、出来ることから生活習慣を見直しまし

ょう。 

ž 地域の行事や活動に参加し、地域の人と積極的に交流しましょう。 

ž スポーツイベントや健康ポイント事業に積極的に参加しましょう。 

ž かかりつけ医、かかりつけ歯科医をもちましょう。 

 

 診結果説明会 明を実施し、生活習慣を見直す機会を提供します。

 

1

2
健康ポイント事業

健康づくりに関する事業に参加した町民へ健康ポイン

トを付与し、一定以上のポイントを貯めた者へ、県内

協賛店で優待を受けることができる「チ～バリュ～カ

ード」を交付します。
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（3） 高齢期（65 歳以上） 

l 目標・方向性 

高齢期になると、加齢に伴い身体機能の衰えや生活習慣病をはじめとした病気の発症

などさまざまな健康課題が生じます。また、こころの面でも、退職や配偶者の喪失とい

った社会的環境の変化から孤独や不安を感じやすくなります。 

自身の健康状態に合わせた健康づくりを行い、社会とのつながりを絶やさず、心身と

もに長く健康で暮らせるよう取組みを進めます。 

 

l 町の取組み 

 事業名 事業内容

 
1 健康相談事業

医療機関からの紹介又は個人の随時依頼に応じて、各

種相談を実施します。

 

2
介護予防普及啓発事

業

介護予防に関する普及啓発のため、65 歳以上の方が

参加できるけんこう運動教室や認知症予防教室の開

催及び広報紙への掲載を行います。

 

3
地域介護予防活動支

援事業

介護予防推進員が各地区の集会場に出張し、運動やゲ

ームなどの介護予防教室を行います。介護予防推進員

の育成・支援を行います。

 

4
老人クラブ活動促進

事業

高齢者の生きがいと健康づくりに資する活動の充実

を図るとともに、老人クラブの活動を通じ、交流の推

進や活力の向上を図ります。

 
5 ＣＯＰＤの周知

ＣＯＰＤの内容や喫煙との関係について広報紙を通

じて発信し、ＣＯＰＤの認知度向上に努めます。

 
６ 歯周疾患検診事業

20・30・40・50・60・70 歳を対象に、歯周疾患

検診を通じて、歯周病対策を推進します。

 
７ 成人歯科相談

18 歳以上の希望者を対象に、歯科相談を実施しま

す。

 

８
在宅訪問歯科保健事

業

65 歳以上で寝たきりの町民や障がい等により外出困

難な町民を対象に、口腔内診査、腔清掃などの指導、

むし歯などの応急処置を実施します。

 

９ がん検診事業

がんを早期に発見し、早期治療を図るため、各種がん

検診を行い、検診受診率・精密検査受診率の向上を図

ります。

 

10 健康診査事業

疾病の早期発見・早期治療・健康維持を図るため、特

定健康診査、後期高齢者健康診査、40 歳以上の生活

保護受給者の健康診査を引き続き実施します。特定健

康診査では事後指導として特定保健指導を行い、生活

習慣の改善に努めます。

 11 特定健診結果説明会 特定健診受診者を対象に健診結果の説明を実施し、生
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l 町民一人ひとりの取組み 

ž １日３食、バランスのよい食事を心がけましょう。 

ž 塩分や糖分、脂質の取りすぎに注意しましょう。 

ž 外食や食品を購入するときは、栄養成分の表示を参考にしましょう。 

ž よく噛んで食べることを意識しましょう。 

ž 適正体重を維持し、瘦せすぎに注意しましょう。 

ž 家事や散歩など意識的に身体を動かしましょう。 

ž けんこう運動教室や脳いきいき教室、介護予防教室に参加しましょう。 

ž 自分ひとりで解決できない悩みがある場合は、周りの人や専門家に相談するように

しましょう。 

ž 寝床に長くいることやたくさん昼寝をすることは避けましょう。 

ž 老人クラブや趣味の会など自分の生きがいや楽しみを見つけましょう。 

ž 生活習慣病のリスクを高める飲酒について知りましょう。 

ž 自分の飲酒状況を把握し、休肝日を設けるなど健康に配慮した飲酒を心がけましょ

う。 

ž 喫煙（受動喫煙を含む）による健康への影響について理解しましょう。 

ž COPD と喫煙の関係について知りましょう。 

ž 日頃から歯を丁寧に磨き、デンタルフロス、歯間ブラシなど歯ブラシ以外の器具も

使用して歯の手入れをしましょう。 

ž 定期的に健康診査、歯科健診、がん検診を受診しましょう。 

ž 女性の方は骨粗しょう症予防検診を受診しましょう。 

ž 健（検）診の結果、異状が指摘されたり、精密検査が必要になった場合は、必ず受

診しましょう。 

ž 健（検）診以外でも、体調に変化があった場合は早めに受診しましょう。 

ž 地域の行事や活動に参加し、地域の人と積極的に交流しましょう。 

ž かかりつけ医、かかりつけ歯科医をもちましょう。 

 

 活習慣を見直す機会を提供します。

 

12 健康教育事業

要望に応じて地区の社会福祉協議会、つくも会などを

通じた健康教育を行います。また地域の関係団体と共

催事業として開催します。

 

13
保健事業と介護予防

の一体的実施

フレイル予防教室や低栄養のリスクがある者を対象

に管理栄養士による個別相談、継続サポートを実施し

ます。
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第５章　計画の推進 

1. 計画の推進体制 

本計画は、庁内の健康増進関係各課のみならず、町内の医療機関、教育関係機関、事

業所、健康増進関係団体などと連携し、地域全体で町民一人ひとりの健康づくりをサポ

ートする体制を整備し、施策を推進していきます。 

 

2. 計画の進行管理 

本計画をより実効性のあるものにするため、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い

ます。毎年度、「一宮町健康づくり推進協議会」にて本計画の進捗状況及び評価を報告、

審議し、次年度以降の取組みに反映させていきます。 

本計画の最終目標年度である令和 18 年度には、町民アンケート調査や統計データ分

析により計画の達成度を評価します。必要に応じ、令和 12 年度に中間評価を行います。 
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資料 

1. 町民アンケート調査票 
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